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令和７年９月定例教育委員会 

 

○ 開催概要 

○  開催日時 令和７年９月 24 日（水）13 時 03 分～16 時 01 分 

○  開催場所 県庁 22 階 教育委員室 

○  出 席 者  

（委員等） 教育長 

教育長職務代理者 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

柳 橋  常 喜 

富 田  敬 子 

幡 谷  史 朗 

伊 藤  道 子 

磯 部  大吾郎 

森    淳 一 

  （庄司委員欠席） 

（事務局職員） 総務企画部長 

学校教育部長 

総務課長 

教育企画室長 

財務課長 

生涯学習課長 

文化課長 

私学振興室長 

教育改革課長 

義務教育課長 

高校教育課長 

特別支援教育課長 

保健体育課長 

生徒支援・いじめ対策推進室長 

川和田   由紀子 

庄 司  一 裕 

山 本  晃 裕 

富 樫  仁 彰 

武 村  知 己 

増 子  靖 啓 

真 木  陽 水 

平 賀    靖 

鈴 木  知 孝 

山 口  英 司 

深 澤  美紀代 

仲 野  祐 二 

高 橋    清 

平 山  健 治 

 

○ 議 案 

議 題 案  件  名 担 当 課 
公開・ 

非公開の別 

１ 報告 

１ 令和７年度 IBARAKI ドリーム・パス戦略チームの

決定について 

生涯学習課 公 開 

２ 令和７年度「いばらき教育の日・教育月間」シン

ポジウムについて 

生涯学習課 公 開 

３ 次世代グローバルリーダー育成事業（ＮＧＧＬ）

の取組について 

義務教育課 公 開 

４ プログラミング・エキスパート育成事業について 高校教育課 公 開 
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５ 運動部活動の地域移行に関する県内の現状につい

て 

保健体育課 公 開 

２ 議案 

第 28 号議案 茨城県近代美術館管理規則等の一部を改正する規

則について 

総務課 公 開 

第 29 号議案 茨城県教育委員会教育長事務委任規程及び茨城県

教育庁等事務専決規程の一部を改正する訓令につ

いて 

総務課 公 開 

第 30 号議案 茨城県県立中等教育学校学則及び茨城県県立中学

校学則の一部を改正する規則について 

高校教育課 公 開 

第 31 号議案 令和７年度茨城県一般会計補正予算案に対する意

見について 

財務課 非公開 

第 32 号議案 工事請負契約の締結について 財務課 非公開 

第 33 号議案 令和７年度優秀教職員の表彰について 教育改革課 非公開 

第 34 号議案 教職員の人事について 教育改革課 非公開 

第 35 号議案 教職員の人事について 教育改革課 非公開 

第 36 号議案 教職員の人事について 教育改革課 非公開 

第 37 号議案 教職員の人事について 教育改革課 非公開 

３ 協議 

１ 令和８年度教育庁等部課長級職員の人事について 総務課 非公開 

※非公開の議案等については、会議録は公開されません。 
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○ 会議録 

１ 開 会 

教育長による開会の宣言後、非公開審議項目について提案し、各委員から了承され

た。 

 

２ 議 事 

(1) 公開審議 

発 言 者 発  言  内  容 

【報告１】 

令和７年度 IBARAKI ドリーム・パス戦略チームの決定について 

生涯 学習 課長 資料①に基づき説明 

（主な質疑・意見等） 

幡 谷 委 員 今年もドリーム・パスの時期がやってきたなと感じております。 

私、昨年初めて出させていただきましたが、起業家精神を育成すると

いうことで、高校生の皆さんに深い感銘を受けた一人でもあります。 

今年は応募企画数 857 件ございまして、一次選考を行うに当たって、

857 件からかなり絞るということで、選考にかなり悩まれたのではない

かと思います。その書類選考で工夫された点を教えていただけますでし

ょうか。 

もう１つ、先週京都市の京都工学院高校に視察に行かせていただきま

した。その時生徒さんから、先輩たちがやり残したものを引き継いで、

さらに進化、深掘りさせていますというような発表をいただきました。

昨年、私が審査員を仰せつかりましたが、非常にこれからの進化が楽し

みなものがたくさんございまして、いわゆる事業の継続性というのでし

ょうか。その点について、今後どのようにお導きいただけるのか、その

２点を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

生涯 学習 課長 １点目の選考の過程ですけれども、857 件のうち第一次審査で 66 件

まで絞ります。職員と外部の方と当事業の委託業者で書類選考をしてい

くのですけれども、そのポイントとして５つの項目がございまして、１

つ目に主体性、２つ目に協同性、３つ目に探究性、４つ目が独自性、最

後に将来性。この５つの視点に照らし合わせて、その内容を総合的に判

断した上で 66 件に絞っております。 

ただ、857 件ございましたが、言葉は難しいのですけれども、よく練

られていないというような内容もあったので、数を絞るとはいえ、第一

次審査はかなり大変ということはなかったです。66 件に絞ったうち、

今度は第二次審査で 32 件にして、最終に 16 件にするのですが、視点は

先ほどの５点と一緒ですけれども、ここは明確に点数化して絞っていく

というのが、選考の過程になります。 

２つ目の継続性という観点ですけれども、ドリーム・パスに応募した

チームの中には、学校で後輩に受け継いで研究していくという場合もあ

ります。そういう面では内容については継続されるような場合がありま

す。工業などの専門学科などそういう取組を進められている学校もござ

います。具体例を挙げれば、石岡第二高校であれば、「味噌ケーキパ

ン」というものを開発しました。これはしっかり後輩に受け継いで、内
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容をよりいいものにしたり、新しいものを作ったり、しっかりと受け継

がれておりますので、そういった点では継続性というものはできている

のかなと思います。 

今回の 16 チームの中に２チーム「継続」が入っております。これは

全く同じものを申請しているものは受け付けることはできないのですけ

れども、例えば、内容をより充実させてブラッシュアップして、同じ取

組で申請することは可能です。こういった面では、どんどんどんどんよ

りブラッシュアップしていいものになっていくのかなと思っておりま

す。 

幡 谷 委 員 起業家精神ということで、新しいことに取り組むことは大変大事だと

思うのですけれども、ぜひその学校での後輩に向けた継続性みたいなも

のも、視点として入れていただけるとありがたいと思います。 

富 田 委 員 私も高校生のプレゼンテーションを拝見させていただき、その熱量に

非常に圧倒されました。素晴らしい企画だと思っております。 

今回提示いただいたデータをみると、応募企画数が大幅に増えている

一方で、参加学校数は 11 校減っているという状況についてお伺いした

いのですが、１つ目は、１つの高校からの応募する上限は決めていらっ

しゃるのかということ。２つ目は、参加学校数がどうして減ったのかと

いうこと。指導に当たる先生方がどれだけ熱意を持って具体的に生徒さ

んを指導するかによると考えておりますので、例えば、先生方にとって

こういう企画に参加させることに対する負担感と言いますか。そういっ

た心配はなかったのでしょうか。 

生涯 学習 課長 １点目の申請の上限ですけれども、上限はございません。何件出して

いただいても、私どもとしてはありがたいです。学校賞を受賞した太田

第一高校でも学校全体で取り組んでいただいており、大変ありがたいと

思っております。 

学校数が減った理由ですけれども、申し訳ございませんが、明確には

わからないというところです。負担感というところで申し上げますと、

私どもに大変だからこうしてくれといった要望はそれほどございませ

ん。逆に、積極的に取り組んでいる学校さんの数が増えているというよ

うに思います。 

子どもが減っている状況で応募企画数を増やすというのもなかなか難

しいところではございますが、我々としては PR をしっかりして、増や

していけるようにしたいと思っております。 

  

発 言 者 発  言  内  容 

【報告２】 

 令和７年度「いばらき教育の日・教育月間」シンポジウムについて 

 生涯学習課長 資料②に基づき説明 

（主な質疑・意見等） 

幡 谷 委 員 11 月 15 日の土曜日開催ということで、学校はお休みだと思います。

小中高生にとって参加しやすいと思うのですが、どのような形で 375 名

をお呼びするのか、また、せっかくこれだけ素晴らしい講師やパネリス

トの方にお集まりいただけるのですから、来場することができない方に
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は発信、配信をされる予定があるのか。あと、教育月間ということで、

この期間中、教育の日以外に教育に関しての人々の理解を深める何か活

動やイベント等があれば教えていただきたいと思います。 

生涯 学習 課長 周知の方法ですけれども、これから各学校も含めて県民に広くホーム

ページも含めて広報していきます。佐藤雅彦氏に講演いただくというこ

とで、かなり人気のある方なので、10 月 1 日から募集を開始します

が、応募が多くなると思っております。会場は県庁の講堂ということで

定員がございますので、抽選という形にさせていただきたいと思ってお

ります。 

広く多くの方にということで、オンラインということも考えられるの

ですが、佐藤先生といろいろやりとりをした中で、直接来場でというこ

とを条件としておりますので、オンラインは難しいところでございます

けれども、その結果や状況などはホームページなどで PR していきたい

と思っております。 

教育月間の取組ですけれども、今県で行っているものはこのシンポジ

ウムだけになります。以前は、各団体合同でいろいろな大会を行ってい

たのですけれども、コロナ禍を境に一堂に会することができないという

こともあったものですから、そういった大会自体今は行っておりませ

ん。我々からそれぞれの団体に教育月間に教育に関する取組をお願いし

て、どのような取組を行うか調査をして、把握している状況です。 

幡 谷 委 員 せっかく月間と謳っているので、県民運動として定着、進化ができれ

ばいいなと思います。 

生涯 学習 課長 結果だけではなく、こういう取組をこういう予定でやりますよという

ことをホームページなどでどんどん PR して、参加できる形に今年はし

たいと思っております。 

 

発 言 者 発  言  内  容 

【報告３】 

 次世代グローバルリーダー育成事業（ＮＧＧＬ）の取組について 

 義務教育課長 資料③に基づき説明 

（主な質疑・意見等） 

森 委 員 この事業は 2018 年からということで、もう社会人になっている方も

いらっしゃると思うのですが、その方がどのようなところに進んでいる

のか、特徴があれば教えていただけますか。 

義務 教育 課長 主な進学先としては、国内であれば東京大学や慶応義塾大学、国立大

学の医学部等々にも進んでございます。また海外ですと、ハーバード大

学や医学関係の大学といったところに進んでいる方がいらっしゃいま

す。 

森 委 員 今年大幅にこの世界決勝大会に出場する方が増えておりますが、その

要因と思われることはありますでしょうか。また、出場権獲得者の総数

は非公表ということですが、日本から大体どれくらいの方が出場されて

いるのでしょうか。 

義務 教育 課長 まず、この事業の応募者数が昨年度よりかなり増えて、倍率が上がっ

てきてございます。今回このワールド・スカラーズ・カップに参加して
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いるのは７期生で、２年目の方になるのですけれども、７期の倍率は、

前年度の 2.2 倍よりも高い 4.2 倍でありました。この事業が浸透し、力

のあるお子さんがこの事業に参加していただいているというところも１

点なのかなと思っております。 

それから、委託業者であるベネッセとも連携をしておりまして、毎年

よりよいものをプログラムにまじえながら研修を進めているところでご

ざいます。 

国内、県内の出場権獲得者数の総数は、申し訳ございませんがわから

ない状況です。 

伊 藤 委 員 16 名の方が参加されておりますが、参加者は、旅費や滞在費など自

己負担なく行くことができるのでしょうか。１週間近く滞在すると高額

になると思いますが。 

義務 教育 課長 参加者の負担ですけれども、やはり高額になりますので、県から 10

～30 万円くらいを負担させていただきますが、その他は各家庭のご負

担ということでご協力をいただいているところです。 

富 田 委 員 森委員のご質問と関連して、この事業に参加した方にとって、この経

験がどのように生きているのかという観点でお伺いしたいのですけれど

も、先週私ども教育委員が伺った京都市立堀川高校では、探究的な学習

がとても有名な学校で、私どももとても勉強になったのですけれども、

探究型と謳っているぐらいですから、基本的な研究のための趣向、技法

というものを徹底して、複数年で身につけております。そこで、堀川高

校の卒業生は何年か経つと大学院の修士課程に進む卒業生が多く、探究

的な学びがそういった形で生きているというお話を伺いました。 

次世代グローバルリーダー育成事業は８期生ということで、１期生や

２期生もある程度社会に出てきているのかもしれませんが、先ほどの課

長さんのお答えで、難関校といいますか、トップクラスの大学に進んで

いることは理解できましたが、当初の目標であるグローバル社会で活躍

できる人材になる軌跡といいますか、例えばどのような分野で勉強して

いるのかとか、どのような職種に就いているとか、そういう情報は入手

できますでしょうか。 

義 務 教 育 課 大学院で研究している修了生もおります。例えば、医学的なところ

や、外国語についてさらに学びを深めて、その中で培ったものをもとに

活躍している修了生もいると聞いております。 

大学に進学した後、アイルランドの国立大学に留学した修了生に、開

校式に来ていただいて、どのようなことを学んで、今どのようにやって

いるというお話をしていただいたというような事例もございます。 

富 田 委 員 ありがとうございます。ぜひ、今後も引き続き、この経験をした生徒

さんたちがどのような形でキャリアアップをしていくのか、積極的にト

レースしていただければと思います。 

  

発 言 者 発  言  内  容 

【報告４】 

 プログラミング・エキスパート育成事業について 

高校 教育 課長 資料④に基づき説明 
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（主な質疑・意見等） 

幡 谷 委 員 資料に委託先の企業名が書いてございます。かなり専門的な知識をお

持ちの方にご指導いただいており、人材育成ということでは、かなり効

果的というか、やりがいのある事業ではないかなと思います。 

様々な専門家から委託先を選定するに当たり、森委員さんのような詳

しい方がいらっしゃれば、気付くところがあると思うのですけれども、

企業以上の知識を持っていないと、ここがいいとか、なかなか比較対象

もできないのではないかという感覚がございます。 

この選定に当たって、並々ならぬ努力があったのではないのかなと思

いますが、どのように選定されたのか教えていただけますか。 

高校 教育 課長 まず情報担当の指導主事の知識について、我々も信頼をしているとこ

ろでございます。あと、業者の説明に当たっては、担当がかなり入念に

打合せを行いまして、高度な知識の部分をしっかりかみ砕いて、我々に

もわかるように教えていただいているというところはございます。 

しかしながら、幡谷委員のおっしゃったように、余りにも高度な知識

や専門用語などわからないところがございます。その会社名を隠して、

我々が審査する時には、専門家がしっかりわかるように説明ができるの

か。もちろん生徒はかなり高度なので、私たちよりもはるかにレベルは

高いとはいえ、興味があるだけで申し込んでくれている生徒もいると思

いますので、そのような生徒も取りこぼさないように、しっかりレベル

をある意味上げ下げできるのかという部分も、審査の視点とさせていた

だいたという事実はございます。 

幡 谷 委 員 慎重にと言いますか、相手の言いなりにならないようにということ

で、かなり苦労されたと思います。IT 未来高校を視察させていただい

たときには、いわゆる専門家の方たちが講師をなさっていました。そう

いう方が教える側となることもあるということですね。 

高 校 教 育 課 今回 LLM や AI など不勉強のところも多々あったので、外部の研修な

どもかなり数多く受けまして、私自身も勉強しながら業者の方といろい

ろと調整をしてきたところでございます。 

森 委 員 応募者総数 234 名のうち 51 名に絞られて、選抜された優秀な方々

が、素晴らしいコンテンツで勉強できるのは素晴らしいことだと思うの

ですけれども、選考に漏れてしまった生徒さんたちもせっかく興味があ

るので、コンテンツを共有したり、YouTube を見せたりそういうフォロ

ーがあればお願いいたします。 

高 校 教 育 課 ８月に YouTuber の講演会があったのですけれども、裾野の拡大とい

うことで、選考に漏れた方にも参加してもいいですよと案内をして、講

演会を聞くことができるようにフォローをしております。 

森 委 員 私の会社で働いている社員のお子さんに高校生の方が結構いるのです

が、この事業を知りませんでした。情報収集能力の問題はあるとは思う

のですが、どのように周知をされているのでしょうか。 

高 校 教 育 課 今回は、県内公立の全ての中学校、高校、中等教育学校に、全生徒分

のチラシを配布いたしました。私立高校についても、全生徒分はなく、

少ない部数ではあるのですけれど一定数のチラシを配布しております。

周知をしっかり進めていきたいと思います。 
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発 言 者 発  言  内  容 

【報告５】 

 運動部活動の地域移行に関する県内の現状について 

 保健体育課長 資料⑤に基づき説明 

（主な質疑・意見等） 

幡 谷 委 員 知育、食育、体育と大変大事なテーマでございます。国から指定を受

けて進めていることを理解できました。 

県の取組の「市町村支援コーディネーター、地域クラブ支援コーディ

ネーターによる相談窓口の設置」とございますが、どのような方がコー

ディネーターをお勤めいただいているのでしょうか。また、相談窓口の

設置ということで、どれぐらいの頻度でご相談をされているのか教えて

いただけますでしょうか。 

保 健 体 育 課 コーディネーターにつきましては、専門的な知見を持っている業者に

委託しています。市町村や地域クラブから相談窓口に連絡がいきまし

て、対応していただいているところです。 

どれぐらい相談が来ているかというのは、今年から進めているところ

で、数値的なところはまだ把握しておりませんので、今後把握等にも努

めていきたいと思います。 

幡 谷 委 員 是非進捗を教えてください。そういう業者さんがいらっしゃるのです

か。 

保 健 体 育 課 いろいろなイベントなどを行っている業者がここ数年で少しずつ増え

てきております。 

富 田 委 員 県の取組の「茨城県地域クラブ活動人材バンクの充実」の中で、現在

の登録者が 597 名とございますが、これをさらに充実させていきたいと

いうことなのでしょうか。それとあわせて、活動分野によって人材確保

にばらつきがあると思うのですけれども、特に人材確保が難しい分野が

あれば教えていただけますか。 

保健 体育 課長 活動人材バンクの充実について、８月現在で 597 名ですので、今は

600 名を超えている状況でございます。昨年の今頃は 393 名ということ

で、１年間で 200 名ぐらい増えているところでございます。 

県といたしまして、今年度、県の広報紙「教育いばらき」や「ひば

り」などを活用し、指導者の登録について、ぜひやってくださいとアピ

ールをさせていただいております。今後も引き続き充実を図っていきた

いと考えております。 

また、２つ目のご質問について、やはり競技によってばらつきはござ

いますので、より多くの方に指導者の登録をしていただいて、市町村と

指導者とのマッチングがより円滑に進むように、これからも進めてまい

りたいと考えてございます。 

富 田 委 員 具体的にどの分野が難しいとかご存じであれば教えていただけます

か。 

保 健 体 育 課 現在、600 名近くの指導者がおりますが、野球や陸上、バレーボール

等の指導者は多く登録をいただいております。少ない種目では、相撲や

新体制、体操といった競技人口が割と少ない競技などについては、指導
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者もやはり少ない登録になっております。 

森 委 員 保護者委員としての感想になるのですけれども、保護者の話を聞いて

いると、市町村によって取扱いが違うし、不安を抱えている保護者がた

くさんおります。例えば、クラブチームまでは入れたくない、入れなく

てもいいけれども、部活動がなくなってしまったら何もなくなってしま

うとか、土日の送迎が大変だとか、いろいろ不安を抱えている保護者の

方々もたくさんいらっしゃいます。 

実際私の会社で、来年会社を辞めなければいけないかもしれないと言

ってきた小学校６年生の母親の社員がおりました。通勤距離が長いとい

うこともあるのですが、バスケをやらせたいのだけれども、中学校の部

活動もなくなりそうで、クラブチームに通わせるとなると、平日も毎晩

活動があるから、早く帰らないといけない。私の会社のルールとして小

学校卒業までは正社員の時短勤務を可能としていたのですが、国は企業

に対し、小学校入学までの時短勤務を認めるよう働きかけていますが、

急遽会社のルールを変更して、中学校卒業まで正社員の時短勤務を認め

るということにしました。 

今過渡期でいろいろ混乱しているところもあると思いますし、国の方

針として、そういう流れなので仕方がない部分もあると思いますけれど

も、みんな不安を感じており大変だなという感想です。企業への周知、

企業の理解も必要になってくるのかなと感じております。 

保健 体育 課長 委員のおっしゃるとおり、保護者の負担として、金銭的な負担もあり

ますし、児童生徒の送迎といった部分での負担もあるといったことを我

々も承知しております。 

国においては、保護者の負担の軽減というところで、金銭的な負担軽

減を検討している、あるいは国、県、市町村でそれ相応の負担をするこ

とが望ましい、支え合うことが望ましいというような話をしておりま

す。ただ、まだ具体的に国がどういう方針を示すのかまだ我々にも来て

おらず、国の動向を確認しているという状況でございます。 

伊 藤 委 員 部活動は本当に重要だと考えます。非認知能力の育成や、子どもの人

格形成の大事な時期に部活動を通して学ぶことも多かったのかなと思い

ます。直接指導する方が教員ではなく、外部の指導者となりますけれど

も、教員ですらパワハラとかセクハラとか色々なトラブルに巻き込まれ

ることもありますが、そういう指導者の育成というか、選定というか、

トラブルがあったらどうするといったことはどのように考えているので

しょうか。 

保健 体育 課長 スポーツ基本法が今年６月に改正になり、指導者についても法律で触

れられておりまして、パワハラとかセクハラといった暴力を指導者はし

ないようにと法律上明確に規定されたというところでございます。 

来年度に向けて、我々も指導者に対する研修といったものの必要性を

感じております。外部の指導者に対して具体的にどういった指導ができ

るのかということを引き続き検討してまいりたいと考えております。 

  

発  言  者 発  言  内  容 

【第 28 号議案】 
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茨城県近代美術館管理規則等の一部を改正する規則について 

【第 29 号議案】 

 茨城県教育委員会教育長事務委任規程及び茨城県教育庁等事務専決規程の一部を改正す

る訓令について 

総 務 課 長 資料⑥、⑦に基づき説明 

（主な質疑・意見等） 

  意見なし 

審 議 結 果 可 決（両議案） 

  

発  言  者 発  言  内  容 

【第 30 号議案】 

茨城県県立中等教育学校学則及び茨城県県立中学校学則の一部を改正する規則について 

高校 教育 課長 資料⑧に基づき説明 

（主な質疑・意見等） 

森 委 員  35 人学級が来年度から始まることについて、その子たちが高校に上

がったときには 40 人学級になるのでしょうか。 

高校 教育 課長  １学級の人数は国の法律に基づくものでありますので、現在のところ

は 40 名となっております。ただ、これからの国の状況を注視してまい

りたいと考えております。 

教 育 長  今小学校で 35 人学級が終わりまして、今度は中学校の１年生から年

次進行でという段階というところです。 

幡 谷 委 員  基本的には少子化に対応するという大きな流れがあるのでしょうか。 

高校 教育 課長  法律で決まっているので、国が決めるに当たってそのような要素があ

る可能性はございます。 

幡 谷 委 員  資料４ページを拝見しますと、定員が全て減となっております。35

人になると、よりきめ細かな指導ができるという認識でよろしいでしょ

うか。 

高校 教育 課長  はい。おっしゃるとおりかと思います。個別最適な学びが今謳われて

おりますので、その点についても丁寧な指導をさせていただきたいと考

えております。 

審 議 結 果 可 決 

 

(2) 非公開審議 

発 言 者 発  言  内  容 

【第 31 号議案】 

令和７年度茨城県一般会計補正予算案に対する意見について 

財 務 課 長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決  

  

発 言 者 発  言  内  容 

【第 32 号議案】 

工事請負契約の締結について 
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財 務 課 長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決 

 

発 言 者 発  言  内  容 

【第 33 号議案】 

令和７年度優秀教職員の表彰について 

教育 改革 課長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決  

 

発 言 者 発  言  内  容 

【第 34 号議案】 

教職員の人事について 

教育 改革 課長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決  

 

発 言 者 発  言  内  容 

【第 35 号議案】 

教職員の人事について 

教育 改革 課長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決 

 

発 言 者 発  言  内  容 

【第 36 号議案】 

教職員の人事について 

教育 改革 課長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決  

  

発  言  者 発  言  内  容 

【第 37 号議案】 

教職員の人事について 

教育 改革 課長 資料（非公開）に基づき説明 

（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

審 議 結 果 可 決  

 

発 言 者 発  言  内  容 

【協議１】 

令和８年度教育庁等部課長級職員の人事について 

総 務 課 長 資料（非公開）に基づき説明 
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（非公開審議の審議内容及び資料は公開されません。） 

 

 

３ 閉 会 

教育長が閉会を宣言した。 

 


